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【地域猫活動】 

環境市民部生活環境課 

 

１． 地域猫活動とは 

「飼い主のいない猫（野良猫）」に関する問題を地域で解決しようとする活動のこと 

 

２． 「飼い主のいない猫（野良猫）」の問題点 

（１） 強い繁殖力 

メス猫は生後４～12 か月（オス猫は生後８～12 か月）で繁殖できるようになる。

１年間に２～４回の出産が可能で、１頭の猫が１年間に 20 頭以上生むこともある。 

（２） 捕獲・処分はできない 

猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」で「愛護動物」と定められている。殺傷、

虐待、遺棄（捨て猫）には罰則が定められている。 

 

３． 取組みの概要 

○ 地域住民が主体となり、ボランティアと行政が一体となって「飼い主のいない猫

（野良猫）」の不妊・去勢手術に取り組み、繁殖を制限する。（「ＴＮＲ」の実施） 

○ 区の住民に対し、適正な飼育の指導をする。 

 

 

※ 「ＴＮＲ」とは、猫を捕獲（Trap）し、不妊去勢手術（Neuter）をし、元の縄張りへ戻

す（Return）活動。これにより、猫の繁殖を抑え、寿命を迎えることで自然に減少

していく。（「飼い主のいない猫（野良猫）」の寿命は４～５年。餌を与えていると更

に長い可能性あり。） 
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⚫ 補助金の交付 

⚫ 調整 

⚫ 指導 

⚫ 連携 

⚫ 協力・連携して

「ＴＮＲ」の実施 

 


